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2

家庭教育について
の学習機会の提供

保護者等を対象
に、男女共同参画
に視点をおいた研
修会等を実施す
る。※託児等を設け
る。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
家庭教育について有意義な学習内容や実施方法を
検討し、実施する。

【生涯学習課社会教育係】
親子で体験活動を行うデイキャンプを実施し、非日
常での協同体験を通して、家庭教育力の向上に努
めた。新型コロナウイルス感染症の影響により、想
定していた参加者数より人数は少なかった。参加者
アンケート結果からもニーズが高いことが伺え、対象
となる町内子育て世帯に対して効果的に家庭教育の
場を提供できている。
（令和4年10月8日（土）、27名（13組）参加）

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
平成30年度、令和元年度は福岡県の家庭教育支
援チームより講師を招き、「お話し会コンサート」を
テーマに子育て支援センターたんぽぽで家庭教育
講演会を実施。
平成29年度から行われているチャレンジキャンプ事
業に令和2年度からは家庭教育力向上の要素を強
化して実施。参加者の満足度が高く、一つの家庭教
育事業としての効果は伺える。

Ａ

生涯学習課（社会教育係）

3

相談窓口の充実 教育相談を充実し、
男女共同参画や性
教育についての対
応ができるようにす
る。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【学校教育課学校教育係】
相談事案等がある場合は学校で対応を行い、必要
に応じてスクールカウンセラーによる相談対応を行
う。

【学校教育課学校教育係】
相談事案等がある場合は学校で対応を行った。ス
クールカウンセラーにつなぐ事案はなかった。

Ａ

【学校教育課学校教育係】
相談事案等がある場合は学校で対応を行い、必要
に応じてスクールカウンセラーによる相談対応を行
う体制を整えた。 Ａ

学校教育課（学校教育係）

4

人権教育の推進 男女共同参画教育
の基盤である、男
女平等・人権尊重
の教育課程を推進
する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【学校教育課学校教育係】
年間を通して発達段階に応じた教育の推進を図る。

【学校教育課学校教育係】
道徳の授業等を主とし、学習指導要領に従って年間
を通して発達段階に応じた教育を実施した。 Ａ

【学校教育課学校教育係】
道徳の授業等を主とし、学習指導要領に従って発
達段階に応じた教育を実施した。 Ａ

学校教育課（学校教育係）

5

男女共同参画の視
点に立った進路指
導の徹底

固定的な性別役割
分担意識にとらわ
れることなく、個人
の希望や適正を重
視し、職業や進学
先を選択できるよう
なキャリア教育を推
進する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【学校教育課学校教育係】
進路説明について、高校との連携を図り積極的な
情報提供を行う。また、中学校では性別役割分担意
識にとらわれない、職場体験の実施を行う。

【学校教育課学校教育係】
進路説明会において、各高校と連携した学校説明を
行うことで、自分にあった進学先の選択につながっ
た。職場体験は、新型コロナウイルス感染症の影響
により実施できなかった。 Ａ

【学校教育課学校教育係】
進路に関して、高校との連携を図り積極的な情報提
供を行った。また、新型コロナウイルス感染症が流
行する前は、中学校で性別役割分担意識にとらわ
れない、職場体験を実施した。 Ａ

学校教育課（学校教育係）

【生涯学習課社会教育係】
国や県などから提供される男女共同参画の視点に
立った家庭教育についての情報を、関係部署を通じ
て周知し情報の共有を図った。

【学校教育課学校教育係】
保護者にも関わる講演会を実施する際、保護者に対
しても案内を行った。

【健康・こども課子育て支援係】
保育園・幼稚園・子育て支援センターを利用している
保護者に対して提供できる情報はなかった。

保護者等を対象
に、男女共同参画
に関する研修等の
情報提供や啓発の
充実を図る。

生涯学習課（社会教育係）
学校教育課（学校教育係）
健康・こども課（子育て支援係）

【生涯学習課社会教育係】
国や県などから提供される男女共同参画の視点に
立った家庭教育についての情報は、関係部署を通
じて周知を継続し、情報の共有を図ることができた。
しかし、保護者が参加しやすい研修に関する情報は
なかった。

【学校教育課学校教育係】
学校にて男女共同参画に関する講演会等を行う場
合に、保護者にも関わる内容であれば積極的な参
加の呼びかけを行った。

【健康・こども課子育て支援係】
保育園・幼稚園・子育て支援センターを利用してい
る保護者に対して提供できる情報はなかった。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
男女共同参画の視点に立った家庭教育についての
情報提供を町内の学校などに行い、情報共有を図
る。
また、保護者が参加しやすい研修の周知・案内に努
めることで研修を受ける機会を増やし、家庭生活に
おける男女共同参画啓発の充実を図る。

【学校教育課学校教育係】
学校にて男女共同参画に関する講演会等を行う場
合に、保護者にも関わる内容であれば積極的な参
加の呼びかけを行う。

【健康・こども課子育て支援係】
保育園・幼稚園・子育て支援センターを利用してい
る保護者に、男女共同参画に関する情報提供等を
行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

保護者等への研
修・啓発の充実

1
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目標
施策
の方
向

主な
施策 具体的施策 内　容

年度
令和4年度実施目標・計画 令和4年度実施状況・結果 令和4年度

達成度
第2次プランのまとめ

中間見直し以降（Ｈ30～Ｒ4）
担当課第2次プラン

達成状況

Ｂ

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧(案)
・令和4年度実施状況・結果、達成度
・第2次プランのまとめ、達成状況

資料2
●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるも
の

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／･･･ 達成度なし

●ＡＡ ･･･ 当初の計画を前倒しで推進している
● Ａ  ･･･ 計画どおり推進している
● Ｂ  ･･･ 一部を除き当初の計画どおり推進している
● Ｃ  ･･･ 全体的に当初の計画から遅れている
● Ｄ  ･･･ ほとんどが未着手である
● ／ ･･･ 達成度なし

1 / 16 ページ



○

△

×

1 2 3 4 5
目標

施策
の方
向
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施策 具体的施策 内　容

年度
令和4年度実施目標・計画 令和4年度実施状況・結果 令和4年度

達成度
第2次プランのまとめ

中間見直し以降（Ｈ30～Ｒ4）
担当課第2次プラン

達成状況

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧(案)
・令和4年度実施状況・結果、達成度
・第2次プランのまとめ、達成状況

資料2
●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるも
の

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／･･･ 達成度なし

●ＡＡ ･･･ 当初の計画を前倒しで推進している
● Ａ  ･･･ 計画どおり推進している
● Ｂ  ･･･ 一部を除き当初の計画どおり推進している
● Ｃ  ･･･ 全体的に当初の計画から遅れている
● Ｄ  ･･･ ほとんどが未着手である
● ／ ･･･ 達成度なし

6

7

性に関する指導の
充実

性に関する有害情
報の氾濫や、性行
為の低年齢化等の
現状を踏まえ、発達
段階に応じた性教
育を推進する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【学校教育課学校教育係】
年間を通して発達段階に応じた教育の推進を図る。

【学校教育課学校教育係】
道徳や保健体育の授業を主とし、学習指導要領に
従って年間を通して発達段階に応じた性教育を実施
した。中学校では性教育講演会を実施した。

Ａ

【学校教育課学校教育係】
道徳や保健体育の授業を主とし、学習指導要領に
従って発達段階に応じた性教育を実施した。中学校
では性教育講演会を実施した。

Ａ

学校教育課（学校教育係）

8

9

男女共同参画の視
点に立った慣行の
見直し

学校の慣行（行事
や学校生活）を随
時点検し、見直しを
行う。 実

施
実
施

実
施

実
施

実
施

【学校教育課学校教育係】
年間を通して点検を実施し、必要に応じて見直しを
行う。

【学校教育課学校教育係】
今年度入学の1年生からの制服の更新に併せて、性
別に関係なく制服を選択できるように変更した。

Ａ

【学校教育課学校教育係】
各小中学校での行事や学校生活を通じて、男女共
同参画の視点から見直しや、改善が必要なものが
ないかを随時確認した。
令和4年度入学の1年生からの制服の更新に併せ
て、性別に関係なく制服を選択できるように変更し
た。

Ａ

学校教育課（学校教育係）

Ａ

【学校教育課学校教育係】
家庭科の授業を主とし、学習指導要領に従って発
達段階に応じた教育を実施した。また、小学校では
田植え、稲刈り、餅つき大会など、様々な体験活動
を実施した。

【生涯学習課社会教育係】
「あしやハンズ・オン・キッズ」では、出店体験やサ
マーキャンプなど計10回のさまざまな体験活動を
行った。令和2年度は新型コロナウイルス感染症の
影響により事業を中止したが、令和3～4年度は研
修生の人数や宿泊日数を縮小して感染症対策行い
ながら実施した。研修生や保護者の満足度は高く、
体験活動を通じて健全育成を図れている。
「佐野市青少年交流会事業」は、平成30年度は芦
屋町の小中学生が佐野市を訪れ、令和元年度は佐
野市の小中学生が芦屋町を訪れて事業を実施し
た。令和２年度以降は新型コロナウイルス感染症の
影響により中止している。
「りーどぼらんてぃあキッズ」では、地域イベントへの
参加や災害支援ボランティア体験など、子どもたち
の自主性や社会の一員としての責任意識の育成を
図る活動を実施した。

学校教育課（学校教育係）
生涯学習課（社会教育係）

「生きる力」を育む
教育の推進

学校教育や生涯学
習の場で、子どもた
ちの生活体験を養
う学習機会を充実
する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【学校教育課学校教育係】
年間を通して発達段階に応じた教育の推進を図る。

【生涯学習課社会教育係】
「あしやハンズ・オン・キッズ」（小学生対象）事業を
実施し、様々な体験活動を行うことにより、協調性
や主体性、規範意識を学び社会に適合する力を身
につける機会とする。
「佐野市青少年交流事業」では芦屋町の小中学生
12名が佐野市を訪問し、お互いの文化交流や体験
活動、集団生活を通じ、健全育成を図る。
「りーどぼらんてぃあキッズ事業」では地域における
社会貢献活動を通じて、規範意識や自尊感情を高
め、社会の一員としての責任意識の育成を図る。

【学校教育課学校教育係】
家庭科の授業を主とし、学習指導要領に従って年間
を通して発達段階に応じた教育を実施した。また、小
学校においては、田植えや稲刈りを実施した。（新型
コロナウイルス感染症の影響により、餅つき大会は
中止となった。）

【生涯学習課社会教育係】
「あしやハンズ・オン・キッズ」では、研修生22人がス
ポーツ交流やウィンターキャンプなど計9回のさまざ
まな体験活動を行った。
「佐野市青少年交流事業」は、新型コロナウイルス感
染症の影響により中止した。
「りーどぼらんてぃあキッズ事業」では、芦屋海岸の
ゴミ拾いなど、年間を通してボランティアに関する活
動を実施した。
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Ｂ

Ｂ

【学校教育課学校教育係】
国、県が主催する男女共同参画に関する研修会に
ついて、各学校の教職員等を対象に周知を行った。

【健康・こども課子育て支援係】
保育士、幼稚園教諭に対しては保育士としてのキャ
リアアップ等のための研修を案内したが、男女共同
参画を主題とする研修の情報はなかった。

【生涯学習課社会教育係】
教職員等を対象とした男女共同参画を主題とする
研修の情報はなかった。人権研修や男女共同参画
の内容を含んだ研修の情報が国や県から提供され
た場合、関連部署に周知して、男女共同参画意識
の醸成に努めることができた。

Ｂ

学校教育課（学校教育係）
健康・こども課（子育て支援係）
生涯学習課（社会教育係）

教職員等の男女共
同参画意識の醸成

教職員、保育士や
幼稚園教諭等を対
象に男女共同参画
に関する研修会等
の周知を行い、男
女共同参画意識の
醸成に努める。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

 【学校教育課学校教育係】
教職員等を対象とした人権研修の周知を図る。

【健康・こども課子育て支援係】
保育士や幼稚園教諭等に男女共同参画に関する
情報提供等を必要に応じて行い、男女共同参画の
推進を図る。

【生涯学習課社会教育係】
保育士や幼稚園教諭等を対象とした人権研修の周
知を行う。

【学校教育課学校教育係】
国、県が主催する男女共同参画に関する研修会に
ついて、各学校の教職員等を対象に周知を行った。

【健康・こども課子育て支援係】
保育士、幼稚園教諭に対しては保育士としてのキャ
リアアップ等のための研修を案内したが、男女共同
参画を主題とする研修の情報提供はなかった。

【生涯学習課社会教育係】
教職員等を対象とした男女共同参画を主題とする研
修の情報はなかった。県が主催する「福岡県人権・
同和教育講座」や男女共同参画の内容を含んだ研
修などを関係部署に周知することができた。
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1 2 3 4 5
目標

施策
の方
向

主な
施策 具体的施策 内　容

年度
令和4年度実施目標・計画 令和4年度実施状況・結果 令和4年度

達成度
第2次プランのまとめ

中間見直し以降（Ｈ30～Ｒ4）
担当課第2次プラン

達成状況

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧(案)
・令和4年度実施状況・結果、達成度
・第2次プランのまとめ、達成状況

資料2
●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるも
の

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／･･･ 達成度なし

●ＡＡ ･･･ 当初の計画を前倒しで推進している
● Ａ  ･･･ 計画どおり推進している
● Ｂ  ･･･ 一部を除き当初の計画どおり推進している
● Ｃ  ･･･ 全体的に当初の計画から遅れている
● Ｄ  ･･･ ほとんどが未着手である
● ／ ･･･ 達成度なし

10

出前講座の開催 町内の団体等を対
象に、男女共同参
画に関する出前講
座を開催する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【企画政策課広報情報係】
ホームページや区長会で出前講座を周知する。出
前講座の利用について関連団体に働きかけを行う
よう各課に依頼する。

【生涯学習課社会教育係】
男女共同参画についての講座の利用について周知
する。

【企画政策課広報情報係】
ホームページや区長会で出前講座を周知した。出前
講座の利用について関連団体に働きかけを行うよう
各課に依頼した。

【生涯学習課社会教育係】
役場や中央公民館の男女共同参画コーナーにおい
て出前講座メニュー表を配架し、男女共同参画につ
いての講座の周知を行った。

Ａ

【企画政策課広報情報係】
毎年、ホームページ、区長会などで出前講座を周知
した。出前講座の利用について関連団体に働きか
けを行うよう各課に依頼した。

【生涯学習課社会教育係】
役場や中央公民館への配架、ホームページへの掲
載などで男女共同参画についての講座の周知を
行ってきたが、平成30～令和4年度で講座開催の依
頼はなかった。

Ｂ

企画政策課（広報情報係）
生涯学習課（社会教育係）

11

人権講演会の実施 人権講演会におい
て、男女共同参画
に関するテーマを
取り入れ、内容の
充実に努める
※託児等を設ける。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
講演会開催において、ローテーションするテーマに
男女共同参画を踏まえた内容を検討する。
講演会に男女共同参画に関するテーマがない年度
があるため、人権まつりの会場で男女共同参画啓
発パネルの展示を行い、男女共同参画に対する理
解の促進を図る。
（令和4年度は、人権講演会ではインターネット等に
よる人権について、人権まつりでは子どもに関する
人権について講演会を実施する予定。）

【生涯学習課社会教育係】
人権講演会は新型コロナウイルス感染症の影響に
より中止となり、オンライン形式(録画配信)でインター
ネット等による人権侵害をテーマに講演会を実施し
た。
人権まつりは新型コロナウイルス感染症の影響によ
り規模を縮小し、子どもの人権をテーマに映画上映
を実施した。会場では男女共同参画啓発パネルの
展示を行い、男女共同参画に対する理解の促進を
図った。また、事前予約制の託児を設けたが、利用
者はいなかった。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
H30年度の人権まつりでは、NPO法人イコールネッ
ト仙台代表理事の宗片恵美子氏を招き、「女性の人
権と防災を考える」を演題に、女性の人権について
の講演会を実施した。（人権まつり：682名参加）
講演会のテーマは計画の8つの分野から選択してお
り、男女共同参画はその内の1つ。
また人権まつり開催時には、講演会のテーマに関
わらず、毎回会場に男女共同参画啓発パネルの展
示を行い、男女共同参画に対する理解の促進を
図った。

Ｂ

生涯学習課（社会教育係）

12

学習講座の開催 公民館等で、男女
共同参画に関する
視点を取り入れた
講座・講演会を開
催する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課公民館・文化係】
中央公民館講座で令和4年5月21日に男女共同参
画に関する視点を取り入れた講座を行う。

【生涯学習課公民館・文化係】
令和4年5月21日に男女共同参画の視点から「男女
でサンカク、意識をカイカク、社会をヘンカク」を演題
に社会情勢についての講座を開催した。 Ａ

【生涯学習課公民館・文化係】
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年
度、令和3年度は講座の開催を中止した。他の年度
では、男女共同参画に関する視点を取り入れた内
容で料理や防災、社会情勢に関する講座を開催し
た。

Ａ

生涯学習課（公民館・文化係）

13

広報紙やホーム
ページ等での啓発

広報紙やホーム
ページなどをはじ
め、あらゆる機会を
とらえて男女共同
参画についての啓
発を行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
男女共同参画週間に合わせ、6月号広報紙に男女
共同参画に関する啓発記事を掲載する。また、ホー
ムページなどで、随時啓発を行う。

【生涯学習課社会教育係】
男女共同参画週間（6/23～29）に合わせ、6月号広
報紙に男女共同参画に関する啓発記事「知っていま
すか？アンコンシャス・バイアス」の掲載と相談窓口
の紹介を行った。また、ホームページで研修等の紹
介を行った。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
男女共同参画週間（6/23～29）に合わせ、6月号広
報紙に男女共同参画に関する啓発記事の掲載と相
談窓口の紹介を行った。また、ホームページで研修
等の紹介を行った。
【啓発記事】
H30：「男性にとっての男女共同参画」
R元：「男女共同参画社会の実現に向けて」
R2：「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」
R3：「男女共同参画社会の実現に向けて」
R4：「知っていますか？アンコンシャス・バイアス」

Ａ

生涯学習課（社会教育係）

14

法令や制度の周知 男女共同参画基本
法や芦屋町男女共
同参画推進プラン
等、各種法令・制度
についての周知を
行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
法令改正や制度変更があれば、広報紙やホーム
ページにて周知を行う。

【生涯学習課社会教育係】
法令や制度に関しては改正や変更など該当する事
案はなかった。
第3次推進プラン策定のための住民意識調査の結果
をホームページに掲載した。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
法令や制度に関しては改正や変更など該当する事
案はなかった。
H30年度に第2次芦屋町男女共同参画推進プランの
平成29年度中間見直しの結果、R4年度に第3次推
進プラン策定のための住民意識調査の結果をホー
ムページに掲載し、芦屋町男女共同参画推進プラ
ンに関わる情報の周知を行った。

Ａ

生涯学習課（社会教育係）

①
男
女
共
同
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画
に
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促
進

４
　
男
女
共
同
参
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啓
発
活
動
の
充
実

①
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報
・
啓
発
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動
の
充
実

Ⅰ
　
男
女
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り

３
　
男
女
共
同
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に
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す
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学
習
機
会
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提
供
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△

×

1 2 3 4 5
目標

施策
の方
向

主な
施策 具体的施策 内　容

年度
令和4年度実施目標・計画 令和4年度実施状況・結果 令和4年度

達成度
第2次プランのまとめ

中間見直し以降（Ｈ30～Ｒ4）
担当課第2次プラン

達成状況

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧(案)
・令和4年度実施状況・結果、達成度
・第2次プランのまとめ、達成状況

資料2
●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるも
の

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／･･･ 達成度なし

●ＡＡ ･･･ 当初の計画を前倒しで推進している
● Ａ  ･･･ 計画どおり推進している
● Ｂ  ･･･ 一部を除き当初の計画どおり推進している
● Ｃ  ･･･ 全体的に当初の計画から遅れている
● Ｄ  ･･･ ほとんどが未着手である
● ／ ･･･ 達成度なし

15

②
情
報
の
収
集
・
整

備
及
び
提
供

男女共同参画に関
する情報の収集・提
供

男女共同参画に関
する資料や情報を
収集・整備し、提供
する。 実

施
実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
役場、中央公民館に男女共同参画コーナーを設
け、ボランティア活動センターにおいてチラシ等を設
置し、情報提供を行う。

【生涯学習課社会教育係】
役場と中央公民館の男女共同参画コーナーにおい
て、男女共同参画機関紙、各種研修やセミナー情報
チラシなどを配架したほか、広報やホームページで
情報提供を行った。 Ａ

【生涯学習課社会教育係】
国や県、男女共同参画センターなどから男女共同
参画機関紙、各種研修やセミナー情報チラシなどの
情報を収集し、役場や中央公民館の男女共同参画
コーナーへの配架、広報やホームページでの情報
提供を継続して行った。

Ａ

生涯学習課（社会教育係）

16

17

Ⅱ
　
男
女
が
互
い
に
認

【生涯学習課社会教育係】
課長会議で女性の参画を促すよう依頼を行ったほ
か、委員の交代がある審議会などに女性委員の積
極的な登用を促すよう、関係課へ依頼を行った。
＜各種審議会等委員への女性登用率＞
R4.4.1現在24.5%（R3.4.1現在22.5%）

【企画政策課企画係】
審議会等の委員選出の際は、できるだけ女性委員
の登用率を上げられるよう団体に依頼した。
※具体的内容
公の施設指定管理者選定委員の推薦をお願いする
際に、「男女共同参画の観点から、可能であれば女
性の方の推薦をお願いします。」との一文を入れ、依
頼した。（ただし、税理士、公認会計士、大学教授等
の専門機関へ依頼する際は、選出してもらうことを優
先させるため、入れていない。）
⇒結果3/5人が女性委員

【生涯学習課社会教育係】
課長会議で女性の参画を促すよう依頼を行うほか、
委員の交代がある審議会等に女性委員の積極的な
登用を促すよう、関係課へ依頼を行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

令和4年度までに女
性委員の登用率
30％を目指すため
に、審議会等、政
策・方針決定過程
の場への女性の参
画を促進する。

各種審議会等委員
への女性の参画促
進

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
課長会議で女性の参画を促すよう依頼を行ったほ
か、委員の交代がある審議会などに女性委員の積
極的な登用を促すよう、関係課への依頼を継続して
行った。
H31年以降は女性委員の登用率が微増している
が、目標である30％には達しなかった。
R4.4.1現在24.5%
R3.4.1現在22.5%
R2.4.1現在22.1%
H31.4.1現在20.3%
H30.4.1現在21.9%

【企画政策課企画係】【住民課保険年金係】【環境住
宅課地域振興・交通係】
計画期間を通して、審議会等の委員選出の際は、
できるだけ女性委員の登用率を上げられるよう団体
に依頼した。

Ｃ

全庁
（主担当：生涯学習課社会教育
係）

１
　
政
策
・
方
針
決
定
過
程
へ
の

女
性
の
参
画
の
促
進

①
各
種
委
員
会
・
審
議
会
へ
の

女
性
の
参
画
促
進

各種審議会等の設
置基準の見直し

より多くの住民の方
の参画を促進し、幅
広い意見を施策に
反映するために、各
種審議会の設置基
準の見直しを行う。

検
討

廃
止

廃
止

廃
止

廃
止

【生涯学習課社会教育係】
各課に対し、各種審議会の性質を踏まえて、設置基
準の見直しを行うよう依頼する。

【生涯学習課社会教育係】
課長会議で各種審議会の設置基準を見直すよう呼
びかけ、女性比率を上げるための他自治体の取り組
みについて紹介し、女性委員の積極的な登用を促す
よう働きかけたが、各種審議会の設置基準の見直し
には至っていない。

【企画政策課企画係】
令和4年度に設置基準の見直しを行っていないが、
公募が望ましい審議会等については、既に公募を
行っており特段問題ないと考える。 Ｂ

【生涯学習課社会教育係】
各種審議会の設置基準の見直しには至っていない
が、各種審議会で男女、年齢を問わず、幅広く意見
をいただけるよう運用の中で対応した。

【企画政策課企画係】
H30年度に附属機関ごとに決められている委員任
期、再任及び併任などの基準を策定し、全庁的な統
一運用を図ることを検討したが、附属機関の性質に
よっては、専門性が求められる場合や、再任が望ま
しい場合があること、委員を公募しても委員のなり
手がない状況や、改選に伴う事務に時間を要するこ
となどから、全庁的な統一運用を図る必要性はない
と判断し、R2年度に各種審議会の統一的な設置基
準の見直しを廃止した。
計画期間中に委嘱した総合振興計画審議会や住民
参画推進会議等、公募が望ましい審議会等につい
ては、公募を行った。

全庁
（主担当：生涯学習課社会教育
係）
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1 2 3 4 5
目標

施策
の方
向

主な
施策 具体的施策 内　容

年度
令和4年度実施目標・計画 令和4年度実施状況・結果 令和4年度

達成度
第2次プランのまとめ

中間見直し以降（Ｈ30～Ｒ4）
担当課第2次プラン

達成状況

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧(案)
・令和4年度実施状況・結果、達成度
・第2次プランのまとめ、達成状況

資料2
●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるも
の

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／･･･ 達成度なし

●ＡＡ ･･･ 当初の計画を前倒しで推進している
● Ａ  ･･･ 計画どおり推進している
● Ｂ  ･･･ 一部を除き当初の計画どおり推進している
● Ｃ  ･･･ 全体的に当初の計画から遅れている
● Ｄ  ･･･ ほとんどが未着手である
● ／ ･･･ 達成度なし

18

職場での啓発の充
実

職場における男女
共同参画意識の推
進を図るため、男女
雇用機会均等法や
男女共同参画に関
する啓発を行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【産業観光課商工観光係】
広報紙への記事掲載やラックへのチラシ配架によ
り、各種セミナーや無料相談等、開催案内等の情報
提供を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページや役場、中央公民館の男女共同参画
コーナーにおいて、職場、労働環境における男女共
同参画に関する内容を掲載・周知する。

【産業観光課商工観光係】
ラックへのチラシ配架により、各種セミナーや無料相
談等、開催案内等の情報提供を行った。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページや役場、中央公民館の男女共同参画
コーナーにおいて、厚生労働省からの通知や各種相
談窓口について掲載・紹介し、情報提供に努めた。

Ａ

【産業観光課商工観光係】
ラックへのチラシ配架により、各種セミナーや無料
相談等、開催案内等の情報提供を適宜行った。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページや役場、中央公民館の男女共同参画
コーナーにおいて、厚生労働省からの通知や各種
相談窓口について掲載・紹介し、男女共同参画に関
する啓発を行った。

Ａ

産業観光課（商工観光係）
生涯学習課（社会教育係）

19

相談窓口の周知 労働や就業に関す
る悩みや、セクシャ
ルハラスメントの被
害者救済のため、
相談窓口の周知を
行う。 実

施
実
施

実
施

実
施

実
施

【産業観光課商工観光係】
広報紙への記事掲載やラックへのチラシ配架によ
り、各種セミナーや無料相談等、開催案内等の情報
提供を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページや広報紙、役場と中央公民館の男女
共同参画コーナーにおいて相談窓口を周知する。

【産業観光課商工観光係】
ラックへのチラシ配架により、各種セミナーや無料相
談等、開催案内等の情報提供を行った。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページで相談窓口について掲載、また役場や
中央公民館の男女共同参画コーナーにおいて機関
紙やチラシの配架を行うことで相談窓口について周
知を行った。

Ａ

【産業観光課商工観光係】
ラックへのチラシ配架により、各種セミナーや無料
相談等、開催案内等の情報提供を適宜行った。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページで相談窓口について掲載、また役場
や中央公民館の男女共同参画コーナーにおいて機
関紙やチラシの配架を行うことで、相談窓口につい
ての周知を行った。

Ａ

産業観光課（商工観光係）
生涯学習課（社会教育係）

20

ワーク・ライフ・バラ
ンスに関する啓発と
情報提供

仕事と生活の両立
を図るために、ワー
ク・ライフ・バランス
の推進に向けた啓
発や育児・介護等
を両立させて働くこ
とができるよう制度
等の情報提供を行
う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【産業観光課商工観光係】
広報紙への記事掲載やラックへのチラシ配架によ
り、各種セミナーや無料相談等、開催案内等の情報
提供を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページや広報紙で啓発を行うとともに、制度
紹介を行う。

【産業観光課商工観光係】
ラックへのチラシ配架により、各種セミナーや無料相
談等、開催案内等の情報提供を行った。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページでワーク・ライフ・バランスについて紹
介し、意識啓発を行うとともに情報提供を行った。 Ａ

【産業観光課商工観光係】
ラックへのチラシ配架により、各種セミナーや無料
相談等、開催案内等の情報提供を適宜行った。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページでワーク・ライフ・バランスについて紹
介し、意識啓発を行うとともに情報提供を行った。
R2年度は、男女共同参画週間に合わせて、6月1日
号広報紙にワーク・ライフ・バランスをテーマにした
記事を掲載した。

Ａ

産業観光課（商工観光係）
生涯学習課（社会教育係）

21

再就職に向けた情
報提供

育児や介護を理由
に退職した人を対
象に、再就職支援
に関する情報提供
を行う。 実

施
実
施

実
施

実
施

実
施

【産業観光課商工観光係】
商工会への情報共有や、ラックでのチラシ配架を随
時行い、セミナー等各種情報提供を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページや広報紙で啓発を行うとともに、制度
紹介を行う。

【産業観光課商工観光係】
商工会への情報共有や、ラックでのチラシ配架を随
時行い、セミナー等各種情報提供を行った。

【生涯学習課社会教育係】
育休中の女性を対象にしたマザーズハローワークな
どの就労相談窓口についてホームページに掲載し
た。

Ａ

【産業観光課商工観光係】
商工会への情報共有や、ラックでのチラシ配架を随
時行い、セミナー等各種情報提供を適宜行った。

【生涯学習課社会教育係】
育休中の女性を対象にしたマザーズハローワーク
などの就労相談窓口についてホームページに掲載
し、就職支援に関する情報提供を行った。

Ａ

産業観光課（商工観光係）
生涯学習課（社会教育係）

22

啓発の充実 区長や公民館長等
を対象に、男女共
同参画についての
啓発を行うととも
に、地域活動にお
ける意思決定の場
に、女性の参画を
促進する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
男女共同参画の啓発チラシを区長会で配布すると
ともに、各自治区内での回覧を依頼する。

【生涯学習課社会教育係】
「地域活動における男女共同参画を促進しましょう」
と題した男女共同参画の啓発チラシを区長会で配布
するとともに、各自治区内での回覧を依頼した。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
「地域活動における男女共同参画を促進しましょう」
と題した男女共同参画の啓発チラシを区長会で配
布するとともに、各自治区内での回覧を依頼し、男
女共同参画についての啓発を行った。

Ａ

生涯学習課（社会教育係）

23

男女共同参画の視
点に立った地域防
災の推進

地域における自主
防災組織等の育成
にあたっては、女性
の参画を促進し、被
災時の男女のニー
ズの違い等男女双
方の視点に十分配
慮し地域防災の向
上を図る。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【総務課庶務係】
地域防災計画に基づき、自主防災組織の育成を図
る。また、避難訓練を行う際には、女性防火防災ク
ラブにも参加いただき、女性の意見を反映する。

【総務課庶務係】
6月と11月に行われた避難訓練では、自治区（自主
防災組織）参加のもと、避難行動要支援者の安否確
認に関する意見交換及び要支援者の安否確認を
行った。また、11月の避難訓練には女性防火・防災
クラブに参加を依頼し、訓練の運営補助及び参加者
と意見交換を行った。

Ａ

【総務課庶務係】
近年の大規模自然災害等への災害対応を踏まえた
防災対策の強化を行うため、令和3年度に地域防災
計画の見直しを図った。見直しにあたって、国や福
岡県の上位計画等を参考に、男女共同参画の視点
を取り入れた。 Ａ

総務課（庶務係）
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1 2 3 4 5
目標

施策
の方
向

主な
施策 具体的施策 内　容

年度
令和4年度実施目標・計画 令和4年度実施状況・結果 令和4年度

達成度
第2次プランのまとめ

中間見直し以降（Ｈ30～Ｒ4）
担当課第2次プラン

達成状況

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧(案)
・令和4年度実施状況・結果、達成度
・第2次プランのまとめ、達成状況

資料2
●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるも
の

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／･･･ 達成度なし

●ＡＡ ･･･ 当初の計画を前倒しで推進している
● Ａ  ･･･ 計画どおり推進している
● Ｂ  ･･･ 一部を除き当初の計画どおり推進している
● Ｃ  ･･･ 全体的に当初の計画から遅れている
● Ｄ  ･･･ ほとんどが未着手である
● ／ ･･･ 達成度なし

24

男女共同参画の視
点に立った災害発
生時における避難
所等の運営

女性の心身の健康や
問題に対応するた
め、県と連携し電話
相談の実施や避難所
等必要な場所への女
性相談員や保健師の
派遣など、女性のた
めの相談を実施しま
す。
また、災害発生時の
避難所等についてマ
ニュアルを作成する
など女性の視点を活
かした運営方法を推
進します。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
災害発生時に県から提供される情報を元に関係部
署と連携を取り、必要な対応を行う。

【総務課庶務係】
大規模な災害が発生した時、または避難生活が長
期化する場合には、福岡県精神保健福祉センター、
宗像・遠賀保健福祉環境事務所などと連携し、相談
体制を構築する。また、避難所マニュアルについて
は、国、県の通知等をもとに適時適切にマニュアル
の見直しを行う。

【生涯学習課社会教育係】
県から提供された男女共同参画の視点による災害
対応研修に関する情報や地方公共団体における男
女共同参画の視点からの防災・復興に係る取組状
況についての情報を関係部署に提供した。

【総務課庶務係】
台風11号・14号への対応に伴い、総合体育館と中央
公民館の2ヶ所を自主避難所として開設した。開設時
は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止や避難者
のプライバシー保護のため、パーテーションを活用し
た避難所運営を行った。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
県から提供された男女共同参画の視点に立った災
害対応の取り組みに関する研修や防災・復興に係
る取組状況などの情報を関係部署に提供すること
ができた。

【総務課庶務係】
新型コロナウイルス感染症対策を受けて、令和3年
度に避難所運営マニュアルの見直しを図った。避難
所開設時は新型コロナウイルス感染症の拡大防止
や避難者のプライバシー保護の観点からパーテー
ションを活用した避難所運営を行った。また、女性
への配慮のため、令和3年度から生理用品の備蓄
を開始した。

Ａ

生涯学習課（社会教育係）
総務課（庶務係）

25

研修会等への参加
促進

地域を担う女性リー
ダー育成を図るた
めに、各種研修会
や、県主催の｢女性
研修の翼｣等の情
報を提供し参加を
促進する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
国・県等が主催する各種研修会、講座等のチラシを
役場や中央公民館の男女共同参画コーナー等に設
置し、周知する。

【生涯学習課社会教育係】
国・県などが主催する各種研修やフォーラムなどの
チラシを役場や中央公民館の男女共同参画コー
ナーにて配架したほか、ホームページで周知した。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
国・県などが主催する各種研修やフォーラムなどの
チラシを役場や中央公民館の男女共同参画コー
ナーにて配架したほか、ホームページで周知した。
情報の提供を継続し、R元年度には、県が主催する
「女性のための災害対応力向上講座」に職員が参
加して、研修会等への参加の促進を図ることができ
た。

Ａ

生涯学習課（社会教育係）

26

団体等の育成・支
援

男女共同参画に関
する活動を行ってい
る団体等に対して、
団体活動の活性化
に向けた支援を行
う。 実

施
実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
女性が活動しているボランティア活動センター登録
団体に対し、活動場所の提供を行う。また、必要に
応じて指導助言を行い、活発な活動が行われるよう
支援を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ボランティア活動センター登録団体に対し、活動場所
を提供したほか、随時相談に応じ助言を行うことで、
活発に活動が行われるよう支援を行った。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
H30年度に芦屋町婦人会が解散して以降、女性活
躍や男女共同参画に関連した新たな団体は誕生し
ていない。
女性が活動しているボランティア活動センター登録
団体に対し、活動場所の提供を継続して行い、随時
相談に応じ助言を行うことで、活発に活動が行われ
るよう支援することができた。

Ｂ

生涯学習課（社会教育係）

27

心身の健康づくりに
関する啓発

男女が心身の健康
に関し、自己管理
ができるように、健
康に関する問題に
ついての学習機会
の提供や情報提供
等の啓発を行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課健康づくり係】
広報あしやの「健幸な町あしや」のコーナーで健康
情報の提供を行う。住民から興味をもって読んでも
らえるように内容の工夫を行う。
ホームページで最新情報の発信を行う。

【健康・こども課健康づくり係】
広報あしやの「健幸な町あしや」のコーナーで健康情
報の提供を行った。時期に合わせた健康情報を掲載
し、読んでもらえる工夫を行った。また、新型コロナウ
イルス感染症に関する情報やワクチン接種などの情
報をホームページなどで発信した。

Ａ

【健康・こども課健康づくり係】
広報あしやの「健幸な町あしや」のコーナーで、時期
に合わせた健康情報を、イラスト等を用いて読みや
すく掲載することができた。また、新型コロナウイル
ス感染症に関する情報を、ホームページやチラシの
配布、戸別受信機への放送により広く伝えることが
できた。

Ａ

健康・こども課（健康づくり係）
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ラ

健康診査事業の充
実

特定健診及び女性
特有の子宮頸が
ん・乳がん検診をは
じめ各種がん検診
を充実する。

【健康・こども課健康づくり係】
自治区、各種団体で健診PRを行う
商工会と連携した健診の勧奨を行う。
乳・子宮頸がん検診無料クーポン券を発行する。
がん検診を通年行う。
個別の乳・子宮頸がん検診を行う。
19歳から40歳未満の住民に健診を行う。

【健康・こども課健康づくり係】
自治区の総会で健診の案内を行ったり、商工会の会
員会報に健診案内を掲載してPRを行った。
乳がん検診・子宮頸がん検診の無料クーポン券を発
行した。乳がん検診は41歳を対象として81人に発行
し、25人が受診した。また、子宮頸がん検診は21歳
を対象として57人に発行し5人が受診した。
各種がん検診は、年間を通じて、平日毎日と日曜日
５日間の受診日を設けて芦屋中央病院で行った。
郡内の医療機関で乳がん・子宮頸がんの個別検診
を行った。
19歳から40歳未満の住民を対象に若者健診を実施
し、39人が受診した。

Ａ

【健康・こども課健康づくり係】
新型コロナウイルス感染症の影響により、受診率が
低下したものの、その間も感染対策を行いながら、
電話などによる受診勧奨を行い、受診率を回復させ
ることができた。また、特定健診においては、連続受
診者に対する受診料無料特典を設けるなどして受
診を促進し、令和3年度は受診率37.4％と過去最高
の受診率となった。
がん検診については、芦屋中央病院と連携し、平日
毎日と日曜日5日の受診日を確保することができ
た。

健康・こども課（健康づくり係）

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施 Ａ
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目標

施策
の方
向

主な
施策 具体的施策 内　容

年度
令和4年度実施目標・計画 令和4年度実施状況・結果 令和4年度

達成度
第2次プランのまとめ

中間見直し以降（Ｈ30～Ｒ4）
担当課第2次プラン

達成状況

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧(案)
・令和4年度実施状況・結果、達成度
・第2次プランのまとめ、達成状況

資料2
●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるも
の

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／･･･ 達成度なし

●ＡＡ ･･･ 当初の計画を前倒しで推進している
● Ａ  ･･･ 計画どおり推進している
● Ｂ  ･･･ 一部を除き当初の計画どおり推進している
● Ｃ  ･･･ 全体的に当初の計画から遅れている
● Ｄ  ･･･ ほとんどが未着手である
● ／ ･･･ 達成度なし

29

健康相談の充実 各ライフステージで
起こる健康問題、特
に更年期に出現し
やすい症状や心の
問題について、相
談体制を充実す
る。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課健康づくり係】
各保健事業会場や窓口、電話などで随時相談を受
け付ける。

【福祉課高齢者支援係】
老人憩の家で月に1回の健康相談や介護予防教
室、サロン、家庭訪問、電話等で健康相談を実施す
る。

【健康・こども課健康づくり係】
健診結果説明会や窓口、電話、各保健事業会場な
どで随時健康相談を行った。
相談件数：579人

【福祉課高齢者支援係】
老人憩の家での健康相談は、新型コロナウイルス感
染症の影響により実施できなかった。
75歳以上の高齢者に対して、往復はがきを送付し、
相談のあった高齢者に対して、電話等で相談対応し
た。

Ａ

【健康・こども課健康づくり係】
健診結果に基づいて、健康状態に問題の発生が見
られる人に積極的にアプローチして保健指導を行っ
た。運動教室、講演会や文化祭など様々な機会に
おいて、参加者と言葉を交わし、相談しやすい状況
をつくることができた。

【福祉課高齢者支援係】
新型コロナウイルス感染症が流行する前(令和元年
度まで)は、憩の家やサロン等での健康相談により、
高齢者の困りごとなどを収集することができた.。令
和2年度以降は新型コロナウイルス感染症の影響
により、予定どおり実施できなかったが、電話等で
相談があった場合に、健康相談を実施した。

Ａ

健康・こども課（健康づくり係）
福祉課（高齢者支援係）

30

31

妊娠から出産まで
の保健対策の充実

妊娠から出産まで
の心と体に関する
相談や指導を行う
とともに、夫婦で学
習する機会を増や
すなど保健対策を
充実する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課健康づくり係】
母子健康手帳交付⇒妊婦電話相談⇒出生届け時
相談⇒乳児家庭全戸訪問の流れを継続して行う。

【健康・こども課健康づくり係】
母子健康手帳交付から乳児家庭全戸訪問までの妊
産婦やその家族などと対面し、相談や指導を行っ
た。
妊婦相談延べ件数：92件 Ａ

【健康・こども課健康づくり係】
母子健康手帳交付時や妊娠5ヶ月時、出産2ヶ月で
の乳児家庭全戸訪問時に妊産婦やその家族に状
況や困りごとなどを聞き、指導を行うことができた。
また、妊娠期を過ごす夫婦に対して両親学級を実
施し出産、育児に関する学習の機会を設けることが
できた。

Ａ

健康・こども課（健康づくり係）

32

妊婦・乳幼児健康
診査の充実

妊婦や乳幼児の健
康の保持・増進や
病気の早期発見を
図るため、健康診
査の充実に努め
る。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課健康づくり係】
妊婦電話相談の際、妊婦健診・歯科健診の受診状
況確認を確実に行う。
乳幼児健康診査を行う。

【健康・こども課健康づくり係】
妊婦電話相談の際、妊婦健診・歯科健診の受診状
況の確認を確実に行った。
（R5.2.16時点での実施状況）
妊婦健診受診者数延べ人数：632人
妊婦歯科健診受診者数：16人
乳幼児健診・産婦歯科健診を行った。
（R5.2.16時点での受診状況）
乳幼児健康診査受診者数：257人
産婦歯科健康診査受診者数：60人

Ａ

【健康・こども課健康づくり係】
妊婦電話相談の際、妊婦健診・歯科健診の受診状
況の確認を確実に行い、妊婦の健康維持を図るこ
とができた。乳幼児健診においては、欠席者に対し
て次の健診で受診するよう連絡をし、受診漏れのな
いよう努めた。また、乳幼児健診と同時に発達相談
を行い、病気や発達の遅れに早期に対応すること
ができた。

Ａ

健康・こども課（健康づくり係）

健康づくりの推進 健康・こども課（健康づくり係）
生涯学習課（社会教育係）

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

運動教室や食生活
改善等、疾病予防
のための健康教室
を実施する。

【健康・こども課健康づくり係】
内容やPR方法を工夫しながら、運動教室、生活習
慣病予防教室等を行う。

【生涯学習課社会教育係】
総合型地域スポーツクラブおよびスポーツ推進委員
と連携し、健康づくり教室を行う。

Ⅲ
　
誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
生
活
へ
の
支
援

１
　
生
涯
を
通
じ
た
健
康
づ
く
り
支
援

②
妊
娠
・
出
産
に
関
す
る
支
援

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た
健
康
づ
く
り

【健康・こども課健康づくり係】
新型コロナウイルスの感染対策を行いながら開催し
た。生活習慣病予防教室では参加者が健康づくりを
継続できるように記録表の配布やアプリの活用など
を行い、内容も保健師、栄養士による講話や運動の
実践など工夫して実施した。運動教室は室内での体
操に加え、屋外でのウォーキングや栄養講話なども
行った。
参加延べ人数：689人

【生涯学習課社会教育係】
新型コロナウイルス感染症の影響により、中止とした
事業もあった中で、出前講座としてトレーナーによる
スロートレーニング講座や社会体育事業コーディ
ネーターによるニュースポーツ教室を実施した。

【健康・こども課健康づくり係】
健診結果を基に適切な運動を指導する生活習慣病
予防教室や、運動習慣の継続のための運動教室な
どを毎年継続して実施することができた。今後、さら
に新規の参加者を増やし、より多くの人の健康づく
りを推進していくことが課題である。

【生涯学習課社会教育係】
H30、R元年度は、体育館講座としてスロートレーニ
ング講座を行い、R元、R2年度は芦屋町スポーツ推
進委員と連携し、ポールウォーキング講座を実施し
た。R3年度以降は新型コロナウイルス感染の影響
により事業の大半を中止してきたため、来年度以
降、継続して健康づくり教室を実施するための計画
づくりが必要である。
毎年、出前講座を開催し、スロートレーニング講座
や体力測定、ニュースポーツ教室を行い、健康づく
りの推進に努めた。（※R3年度は開催の依頼はあっ
たが、緊急事態宣言発令中は出前講座自体を中止
していたため、未開催となった。）

Ａ Ａ
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×

1 2 3 4 5
目標

施策
の方
向

主な
施策 具体的施策 内　容

年度
令和4年度実施目標・計画 令和4年度実施状況・結果 令和4年度

達成度
第2次プランのまとめ

中間見直し以降（Ｈ30～Ｒ4）
担当課第2次プラン

達成状況

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧(案)
・令和4年度実施状況・結果、達成度
・第2次プランのまとめ、達成状況

資料2
●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるも
の

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／･･･ 達成度なし

●ＡＡ ･･･ 当初の計画を前倒しで推進している
● Ａ  ･･･ 計画どおり推進している
● Ｂ  ･･･ 一部を除き当初の計画どおり推進している
● Ｃ  ･･･ 全体的に当初の計画から遅れている
● Ｄ  ･･･ ほとんどが未着手である
● ／ ･･･ 達成度なし

33

子育て支援セン
ターの充実

地域全体で子育て
する基盤の形成を
図るため、子育て家
庭に対する育児支
援活動を企画・調
整・実施する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課子育て支援係】
出前たんぽぽ広場の継続と共に、子育て支援セン
ターの行事等も例年通り継続して実施する。

【健康・こども課子育て支援係】
出前たんぽぽ広場を実施した。その他行事等につい
ては前年度通りの実施を当初予定していたが、新型
コロナウイルス感染症の影響により一部実施できな
かった。 Ｂ

【健康・こども課子育て支援係】
新型コロナウイルス感染症が流行する前は予定通
り出前たんぽぽ広場及び行事を実施した。新型コロ
ナウイルス感染症流行後は一部実施できなかっ
た。 Ｂ

健康・こども課（子育て支援係）

34

保育内容の充実 子育てに関する多
様なニーズに対応
するため、延長保
育、一時保育、病
児・病後児保育等
を行い、内容の充
実に努める。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

健康・こども課子育て支援係】
延長保育や一時保育、病児病後児保育など従来の
施策を継続し国の動向を注意しながら必要な施策
を充実させていく。

【健康・こども課子育て支援係】
延長保育や一時預かり等従来の施策を継続しつつ、
各種制度について、広報や窓口で紹介し周知を行っ
た。

Ａ

【健康・こども課子育て支援係】
延長保育や一時預かり等従来の施策を継続しつ
つ、各種制度について、広報や窓口で紹介し周知を
行った。

Ａ

健康・こども課（子育て支援係）

35

学童クラブ事業の
充実

女性が働きやすい
環境づくりや社会参
画しやすいように、
学童クラブ事業の
充実に努める。 実

施
実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課子育て支援係】
引き続き学童保育料減免の周知を行い、利用者の
保育料の負担軽減を図る。

【健康・こども課子育て支援係】
保育料減免の周知を行い、利用者保育料の負担軽
減を行った。また、放課後や学校休校日に開設する
ことで仕事と子育ての両立を支援した。

Ａ

【健康・こども課子育て支援係】
保育料減免の周知を行い、利用者保育料の負担軽
減を行った。また、放課後や学校休校日に開設する
ことで仕事と子育ての両立を支援した。

Ａ

健康・こども課（子育て支援係）

36

子ども医療費の助
成

県の制度に芦屋町
独自の助成の拡大
を加えた子ども医
療費の助成を行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【住民課保険年金係】
令和4年度に子ども医療費助成制度の対象者の拡
充を行う予定である。また、県の制度化において子
ども医療費助成の拡充をするよう、引き続き県等へ
要望していく。

【住民課保険年金係】
令和4年7月から子ども医療費助成制度を拡充し、対
象者を高校生世代（18歳年度末まで）までとし、通
院、入院ともに医療費の窓口負担を無料とした。
また、子ども医療費助成制度は、自治体により助成
内容がさまざまで、居住している自治体によって子ど
も医療費助成制度の格差が生じているという課題が
ある。このことから、県の制度化において、子ども医
療費助成制度拡充をするよう、引き続き県等へ要望
した。

Ａ

【住民課保険年金係】
令和4年7月から子ども医療費助成制度を拡充し、
対象者を高校生世代（18歳年度末まで）とすること
で、子育て世帯の経済的負担の軽減に努めること
ができた。
　また、令和3年度からは子ども医療費助成制度を
県の制度化において拡充するよう、県等へ要望を
行った。

Ａ

住民課（保険年金係）

37

38

ひとり親家庭に対
する支援

ひとり親家庭への
生活支援に関する
各種制度の周知や
相談関係機関との
連携を行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課子育て支援係】
ひとり親家庭への生活支援に関する各種制度や相
談窓口について、広報や窓口等で紹介し周知を行
う。また、各種関係機関との連携を図り、ひとり親家
庭への支援を引き続き行う。

【健康・こども課子育て支援係】
ひとり親家庭への生活支援に関する各種制度につ
いて広報や窓口で紹介し、周知を行った。また、窓口
で生活資金の貸し付け相談があった際、芦屋町社会
福祉協議会やグリーンコープ生活再生相談室、保健
所の紹介を行った。

Ａ

【健康・こども課子育て支援係】
ひとり親家庭への生活支援に関する各種制度につ
いて広報や窓口で紹介し、周知を行った。また、窓
口で生活資金の貸し付け相談があった際、芦屋町
社会福祉協議会やグリーンコープ生活再生相談
室、保健所の紹介を行った。

Ａ

健康・こども課（子育て支援係）

実
施
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実
施

男女が共に育児を
担うことの大切さに
ついての啓発を行
う。

男女が共に担う育
児の啓発

【健康・こども課子育て支援係】
子育て支援センターホームぺージで、日曜日開所
の案内の中でパパの来館について声掛けを行っ
た。

【生涯学習課社会教育係】
広報紙（「すくすく育てあしやっ子」）を通じて家庭教
育の啓発活動を行った。また、国や県、男女共同参
画センターなどからの情報を、役場や中央公民館の
男女共同参画コーナーに配架し、啓発を行った。

【生涯学習課公民館・文化係】
継続して中央公民館・芦屋東公民館・山鹿公民館・
図書館において、啓発チラシなどを掲示した。

Ａ Ａ

健康・こども課（子育て支援係）
生涯学習課（社会教育係）
生涯学習課（公民館・文化係）

【健康・こども課子育て支援係】
子育て支援センターホームぺージで、日曜日開所の
案内の中でパパの来館について声掛けを行った。

【生涯学習課社会教育係】
年間5回「すくすく育てあしやっ子」と題した家庭教育
啓発記事を広報紙に掲載した。また、国や県、男女
共同参画センターなどからの情報を、役場や中央公
民館の男女共同参画コーナーに配架して啓発を行っ
た。

【生涯学習課公民館・文化係】
中央公民館・芦屋東公民館・山鹿公民館・図書館に
おいて、啓発チラシなどを掲示した。

【健康・こども課子育て支援係】
町内保育所や幼稚園、子育て支援センターに対し、
男女が共に育児を担うことの大切さについての情報
を周知し啓発を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページや役場、中央公民館の男女共同参画
コーナーにおいて啓発を行う。

【生涯学習課公民館・文化係】
中央公民館・芦屋東公民館・山鹿公民館・図書館に
おいて、啓発チラシなどを掲示する。

実
施

実
施

実
施
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1 2 3 4 5
目標

施策
の方
向

主な
施策 具体的施策 内　容

年度
令和4年度実施目標・計画 令和4年度実施状況・結果 令和4年度

達成度
第2次プランのまとめ

中間見直し以降（Ｈ30～Ｒ4）
担当課第2次プラン

達成状況

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧(案)
・令和4年度実施状況・結果、達成度
・第2次プランのまとめ、達成状況

資料2
●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるも
の

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／･･･ 達成度なし

●ＡＡ ･･･ 当初の計画を前倒しで推進している
● Ａ  ･･･ 計画どおり推進している
● Ｂ  ･･･ 一部を除き当初の計画どおり推進している
● Ｃ  ･･･ 全体的に当初の計画から遅れている
● Ｄ  ･･･ ほとんどが未着手である
● ／ ･･･ 達成度なし

39

育児相談の充実 育児に関する悩み
や不安の解消のた
め、各種乳幼児健
診の機会や子育て
支援センター等で
相談業務を充実す
る。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課健康づくり係】
子育て支援センターと協力して相談事業を行う。
乳幼児健康診査や窓口などの機会を捉えて相談を
行う。

【健康・こども課子育て支援係】
子育て支援センターでの相談業務を継続する。ま
た、子育て世代包括支援センターの周知を継続し、
相談業務を実施する。

【健康・こども課健康づくり係】
子育て支援センターと協力して相談事業（離乳食相
談・育児相談・ほほえみ相談）を行った。
相談件数：81件

【健康・こども課子育て支援係】
子育て支援センターでの相談業務を実施した。ま
た、子育て世代包括支援センターの周知や相談業
務を実施した。

Ａ

【健康・こども課健康づくり係】
乳幼児の保護者に対して相談を実施し、育児・離乳
食等に関する悩み・不安の解消に努めることができ
た。

【健康・こども課子育て支援係】
子育て支援センターでの相談業務を実施した。ま
た、子育て世代包括支援センターの周知や相談業
務を実施した。

Ａ

健康・こども課（健康づくり係）
健康・こども課（子育て支援係）

40

訪問指導の充実 乳児の全戸訪問を
実施し、個々のニー
ズにあわせた保健
指導を充実する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課健康づくり係】
乳児家庭全戸訪問、乳幼児健康診査未受診者訪
問を継続して行う。

【健康・こども課健康づくり係】
全戸訪問、乳幼児健診未受診者訪問を行い、母子
の健康状態の確認や育児指導を行った。
（R5.2.15時点実施状況）
・訪問数：78件（乳児家庭全戸訪問：63件、養育支援
訪問：15件）
・乳幼児健診未受診者対応：訪問2件、来所3件

Ａ

【健康・こども課健康づくり係】
乳児家庭全戸訪問を実施し、支援が必要な乳児に
対しては養育支援訪問として継続して支援すること
ができた。
乳幼児健診未受診者に対しては、訪問または来所
により保健指導を行い、乳幼児の健全な発育・発達
を支援することができた。

Ａ

健康・こども課（健康づくり係）

42

介護予防事業の充
実

高齢者が健やかな生
活を維持できるよう
に、介護予防の啓発
や実践教室を行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【福祉課高齢者支援係】
自治区公民館体操、いきいき昼食会、認知症予防
教室、サロン事業を継続して、介護予防や認知症予
防に取り組む。

【福祉課高齢者支援係】
公民館体操等において、介護予防や認知症予防に
取り組んだ。

Ａ

【福祉課高齢者支援係】
自治区公民館体操、いきいき昼食会、認知症予防
教室、サロン事業を実施し、介護予防や認知症予
防に取り組んだ。公民館体操やサロンが全自治区
で実施できるように講師の派遣や体操サポーター
（住民ボランティア）の養成などに取り組んだ。

Ａ

福祉課（高齢者支援係）

要援護高齢者・障
がい者への支援
と、その家族の身
体的・精神的・経済
的負担の軽減を図
るための、各種在
宅サービスや学習
機会の充実に努め
る。

在宅福祉サービス
の充実

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【福祉課高齢者支援係】
高齢者の在宅福祉サービスを継続して行った。
ホームページや広報紙に在宅福祉サービスについ
て掲載し、転入・相談・訪問時等に福祉サービスガイ
ドを配布した。また、介護サービス事業者、民生委員
等を通じてサービスの周知を図った。

【福祉課障がい者・生活支援係】
相談対応及び障害者手帳交付時に「福祉のしおり
（身体・療育・精神）」を配布して、町の障がい福祉
サービスの説明を行った。また、制度の改正や拡充
など最新の情報を広報紙やホームページに掲載し、
周知を行った。
民生委員が障害福祉サービスについて理解を深め
ることができるよう、「福祉のしおり」を配布し、情報
提供を行った。
障がい者を養護する保護者に対して県等が主催す
る学習会や勉強会を広報・ホームページで案内し
た。
中間・遠賀地域の一市四町で「地域生活支援拠点等
事業」の機能の充実を図り、障害福祉サービス事業
所等の社会資源を集約し、ホームページで周知を
行った。

福祉課（高齢者支援係）
福祉課（障がい者・生活支援係）

【福祉課高齢者支援係】
高齢者の在宅福祉サービスを継続して行った。ま
た、ホームページや広報紙に在宅福祉サービスに
ついて掲載し、転入・相談・訪問時等に福祉サービ
スガイドを配布した。介護サービス事業者や民生委
員等に対し、福祉サービスガイド等を活用し、定期
的に事業周知を行なったことにより、福祉サービス
の利用につながった事例が増加した。

【福祉課障がい者・生活支援係】
相談対応及び障害者手帳交付時に「福祉のしおり
（身体・精神・療育）」を配布して、町の障がい福祉
サービスの説明を行った。また最新の情報を広報紙
やホームページに掲載し、周知を図った。
民生委員が障害福祉サービスについて理解を深め
ることができるよう、「福祉のしおり」を配布し、定例
会において勉強会を開催した。
中間・遠賀地域の一市四町で「地域生活支援拠点
等事業」の機能の充実を図り、障害福祉サービス事
業所等の社会資源を集約し、ホームページで周知
を行った。

Ａ

【福祉課高齢者支援係】
高齢者の在宅福祉サービスを継続して実施する。
ホームページや広報紙に在宅福祉サービスについて掲
載し、転入・相談・訪問時等に福祉サービスガイドを配布
する。また、介護サービス事業者、民生委員等を通じて
サービスの周知を図る。

【福祉課障がい者・生活支援係】
相談対応時等において、各種障がい福祉サービスの報
提供を行う。
広報やホームページ、福祉のしおりを通じて、各種サー
ビスの情報提供を行う。
障がい者の家族等に対して県等が主催する学習会や研
修会を案内する。
中間・遠賀地域における障害福祉サービス事業所等の
社会資源を集約し、ホームページにて情報提供する。

41
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目標

施策
の方
向

主な
施策 具体的施策 内　容

年度
令和4年度実施目標・計画 令和4年度実施状況・結果 令和4年度

達成度
第2次プランのまとめ

中間見直し以降（Ｈ30～Ｒ4）
担当課第2次プラン

達成状況

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧(案)
・令和4年度実施状況・結果、達成度
・第2次プランのまとめ、達成状況

資料2
●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるも
の

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／･･･ 達成度なし

●ＡＡ ･･･ 当初の計画を前倒しで推進している
● Ａ  ･･･ 計画どおり推進している
● Ｂ  ･･･ 一部を除き当初の計画どおり推進している
● Ｃ  ･･･ 全体的に当初の計画から遅れている
● Ｄ  ･･･ ほとんどが未着手である
● ／ ･･･ 達成度なし

43

Ａ

【福祉課高齢者支援係】
地域包括支援センターにおいて、高齢者の総合相
談、権利擁護に関する相談を窓口や家庭訪問にて
行った。また、介護支援専門員の相談支援を行っ
た。
広報紙で毎年地域包括支援センターの記事を掲載
することで、介護に従事する人や高齢者の相談場
所としての認知度が向上した。

【福祉課障がい者・生活支援係】
障がい者やその家族等に対して、養育・生活の相談
に応じる「身体・知的障がい者相談員」について、広
報紙やホームページで周知を行った。
相談支援事業所（みどり園、まつかぜ荘）やサービ
ス事業所と連携し、随時障がい者の相談に対応し
た。

Ａ

福祉課（高齢者支援係）
福祉課（障がい者・生活支援係）

相談体制の充実 介護に従事する人
の悩みや不安の解
消を図るとともに、
高齢者や障がい者
からの相談につい
て、必要に応じた情
報提供に努める。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【福祉課高齢者支援係】
地域包括支援センターにおいて、高齢者の総合相談、権
利擁護、介護支援専門員の支援を行う。

【福祉課障がい者・生活支援係】
広報やホームページ、障がいのしおり（身体・療育・精
神）等を通じて、相談支援体制の周知を図る。
障がい者の相談について適切に対応できるよう、相談支
援事業所のほか、必要時は関係機関との連携を行う。

【福祉課高齢者支援係】
地域包括支援センターにおいて、高齢者の総合相
談、権利擁護に関する相談を窓口や家庭訪問にて
行った。また、介護支援専門員の相談支援を行っ
た。

【福祉課障がい者・生活支援係】
障がい者やその家族等に対して、養育・生活の相談
に応じる「身体・知的障がい者相談員」について、広
報紙やホームページで周知を行った。
相談支援事業所（みどり園、まつかぜ荘）やサービス
事業所と連携し、障がい者の相談に対応した。

Ⅲ
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△
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1 2 3 4 5
目標

施策
の方
向

主な
施策 具体的施策 内　容

年度
令和4年度実施目標・計画 令和4年度実施状況・結果 令和4年度

達成度
第2次プランのまとめ

中間見直し以降（Ｈ30～Ｒ4）
担当課第2次プラン

達成状況

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧(案)
・令和4年度実施状況・結果、達成度
・第2次プランのまとめ、達成状況

資料2
●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるも
の

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／･･･ 達成度なし

●ＡＡ ･･･ 当初の計画を前倒しで推進している
● Ａ  ･･･ 計画どおり推進している
● Ｂ  ･･･ 一部を除き当初の計画どおり推進している
● Ｃ  ･･･ 全体的に当初の計画から遅れている
● Ｄ  ･･･ ほとんどが未着手である
● ／ ･･･ 達成度なし
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生涯学習講座の充
実

趣味や教養、健康、
スポーツレクリエー
ション等、生きがい対
策をテーマとした生
涯学習講座を充実す
る。 実

施
実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
生涯学習講座「あしや塾」の作成を行い、講座の周
知や充実に努める。

【生涯学習課社会教育係】
掲載事業調査を行い、役場等の生涯学習講座の集
約を行った。令和4年度生涯学習講座「あしや塾」を
発行（令和4年4月1日発行）し、講座の周知や充実に
努めた。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
町民に学習機会を分かりやすく提供することを目的
に、毎年生涯学習講座「あしや塾」と題した冊子を製
作。広報4月号と合わせて全戸配布したほか、転入
手続き時にも配布し、生涯学習講座の周知に努め
た。 Ａ

生涯学習課（社会教育係）

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

ＤＶを防止するため
の啓発を行うととも
に、ＤＶが人権侵害
であることを広く周
知する。
交際相手からの暴
力（デートDV）の防
止のため若年層へ
の啓発の充実を図
ります。

ＤＶ根絶に向けた啓
発

高齢者や障がい者
が充実した生活が
出来るよう支援を行
い、いきいきと安心
して社会参加できる
機会の提供や環境
整備を行う。

46

44

高齢者・障がい者
の社会参加の支援

へ
の
支
援

福祉課（高齢者支援係）
福祉課（障がい者・生活支援係)

【福祉課高齢者支援係】
老人クラブ活動について、活動経費を補助するとと
もに、行事等の際には職員による人的支援等を
行った。また、広報紙で活動紹介を行い、新会員の
加入促進に向けた協力を行った。
高齢者能力活用事業の実施については、芦屋町社
会福祉協議会への委託により適正に実施したほ
か、広報紙に登録者募集記事を掲載し、住民への
事業周知を行った。
地域交流サロンの運営経費に対する補助を行なっ
た。地域交流サロン実施地区同士の交流会は、新
型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年度
以降は中止している。

【福祉課障がい者・生活支援係】
「障がい者レクスポ大会」や「身体障がい者体育大
会」を通じて、障がい者との交流を図り、障がい者の
社会参加を促進することができた。
令和元年度に芦屋町障がい者差別解消条例を制
定し、広報紙やホームページ等で周知することで、
障がい者差別の解消と障害者の社会参加の促進を
図った。
「人権まつり」で障がい者差別解消の推進に関する
リーフレット等を配布し、周知を図った。新型コロナ
ウイルス感染症の影響により中止となった場合は、
成人式で啓発を行った。また、12月3日～9日の障害
者週間にあわせ、広報あしやで「障害者差別解消
法」及び「芦屋町障がい者差別解消条例」について
掲載を行い、周知を図った。

Ａ

【福祉課高齢者支援係】
・老人クラブの活動支援
・高齢者能力活用事業の実施
・地域交流サロンの支援

【福祉課障がい者・生活支援係】
「障がい者レクスポ大会」や「身体障がい者体育大
会」の開催に際して、人的・物的支援を行うことで大
会を充実させ、障がい者の社会参加を促進する。
ホームページや人権まつり等で芦屋町障がい者差
別解消条例を周知し、障がい者差別の解消と障が
い者の社会参加を促進する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【福祉課高齢者支援係】
老人クラブ活動について、活動経費を補助するととも
に、行事等の際には職員による人的支援等を行っ
た。また、広報紙で活動紹介を行い、新会員の加入
促進に向けた協力を行った。
高齢者能力活用事業の実施については、芦屋町社
会福祉協議会への委託により適正に実施したほか、
広報紙に登録者募集記事を掲載し、住民への事業
周知を行った。
地域交流サロンの運営経費に対する補助を行なっ
た。地域交流サロン実施地区同士の交流会は、新型
コロナウイルス感染症の影響により中止した。

【福祉課障がい者・生活支援係】
教育委員会と協力して「障がい者レクスポ大会」を開
催し、障がい者が社会参加できる機会を提供するこ
とができた。
また、「身体障がい者体育大会」の開催に際し、人的
支援等を行うことで大会を充実させ、障がい者の社
会参加を促進することができた。
「人権まつり」で障がい者差別解消の推進に関する
リーフレット等を配布し、周知を図るとともに、12月3
日～9日の障害者週間に併せ、広報あしやで「障害
者差別解消法」及び「芦屋町障がい者差別解消条
例」について掲載を行い、周知を図った。

せ
る
た
め
の
支
援

②
高
齢
者
・
障
が
い
者
の
生
き
が
い
づ
く
り
に
対
す
る
支
援

福祉課（障がい者・生活支援係）
生涯学習課（社会教育係）
学校教育課（学校教育係）

【福祉課障がい者・生活支援係】
国・県から配布される啓発ポスターの掲示（庁舎
内、公民館等）やカードの設置（庁舎1階女性用トイ
レ、福祉課窓口、公民館等）を行い啓発を行った。
毎年11月の「女性に対する暴力をなくす運動期間
（11/12～25）」に合わせて広報紙にDV根絶に向け
た特集記事を掲載した。
ホームページの掲載内容を集約化し、相談窓口等
が検索しやすくなるよう改善を図った。

【生涯学習課社会教育係】
役場、中央公民館の男女共同参画コーナーにおい
て性暴力防止に関する情報提供を継続して行った。
月に1回広報紙に掲載している「差別をなくすため
に」の中で、「女性の人権」に関する記事を毎年掲載
し、DVやハラスメントが人権侵害であることを広く周

Ａ

【福祉課障がい者・生活支援係】
国・県から配布される啓発ポスターの掲示やカード
の設置を行い、啓発を行う。
広報及びホームページでＤＶに関する情報提供や
相談窓口等の周知を行う。

【生涯学習課社会教育係】
広報紙への掲載などを通じてＤＶに関する情報提供
や防止啓発を図る。

【学校教育課学校教育係】
児童・生徒指導教諭・養護教諭・担任が連携して、
児童・生徒の相談・早期発見・支援を図る。児童・生
徒に向けたデートDV防止のための啓発活動を、学
校と連携して行う。

【福祉課障がい者・生活支援係】
国・県から配布される啓発ポスターの掲示（庁舎内、
公民館等）やカードの設置（庁舎1階女性用トイレ、
福祉課窓口、公民館等）を行い啓発を行った。
広報紙の11月号に「女性に対する暴力をなくす運動
期間（11/12～25）」について掲載し、相談窓口等の
周知を行った。
ホームページの掲載内容を集約化し、相談窓口等が
検索しやすくなるよう改善を図った。

【生涯学習課社会教育係】
役場、中央公民館の男女共同参画コーナーにおい
て性暴力防止に関する情報提供を行ったほか、広報
紙に女性の人権に関する記事を掲載し、性暴力や
DVが人権侵害であることを広く周知することで防止
啓発を図った。

Ａ

Ａ
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1 2 3 4 5
目標

施策
の方
向

主な
施策 具体的施策 内　容

年度
令和4年度実施目標・計画 令和4年度実施状況・結果 令和4年度

達成度
第2次プランのまとめ

中間見直し以降（Ｈ30～Ｒ4）
担当課第2次プラン

達成状況

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧(案)
・令和4年度実施状況・結果、達成度
・第2次プランのまとめ、達成状況

資料2
●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるも
の

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／･･･ 達成度なし

●ＡＡ ･･･ 当初の計画を前倒しで推進している
● Ａ  ･･･ 計画どおり推進している
● Ｂ  ･･･ 一部を除き当初の計画どおり推進している
● Ｃ  ･･･ 全体的に当初の計画から遅れている
● Ｄ  ･･･ ほとんどが未着手である
● ／ ･･･ 達成度なし

47

48

関係機関との連携 被害者保護や支援
を効果的かつ迅速
に対応するため、県
等の関係機関との
連携を密にし、情報
の管理、共有化を
行い、問題解決を
進める。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【福祉課障がい者・生活支援係】
被害者の保護のため、福祉事務所等機関と連携
し、適切な対応に努めるとともに、福岡県配偶者か
らの暴力防止対策宗像・遠賀地域連絡会議におい
て、関係機関との情報共有を行う。
芦屋町DV等対策庁内連絡会議を開催し、DV対策
の情報共有を図るとともに、支援が必要な場合はそ
の内容を協議する。

【福祉課障がい者・生活支援係】
11月に宗像総合庁舎で開催された「福岡県配偶者
からの暴力防止対策宗像・遠賀地域連絡会議」に出
席し、関係機関と意見交換及び情報共有を行った。
5月に芦屋町ＤＶ等対策庁内連絡会議を開催し、ＤＶ
等支援措置や相談件数等の現状について情報共有
を図るとともに、他自治体での事例について情報提
供を行った。

Ａ

【福祉課障がい者・生活支援係】
宗像総合庁舎で開催される「福岡県配偶者からの
暴力防止対策宗像・遠賀地域連絡会議」に出席し、
関係機関と意見交換及び情報共有を行った。
芦屋町ＤＶ等対策庁内連絡会議を開催し、ＤＶ等支
援措置や相談件数等の現状について情報共有を図
るとともに、他自治体での事例について情報提供を
行った。

Ａ

福祉課（障がい者・生活支援係）

暴力防止のための
啓発

児童虐待を防止す
るための啓発を行う
とともに、暴力が人
権侵害であることを
広く周知する。

実
施

実
施

ＤＶに対する相談体
制を充実するととも
に、相談窓口を周
知する。

相談体制の充実

49

４

Ⅲ
　
誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
生
活
へ
の
支
援

４
　
暴
力
・
虐
待
の
防
止
～
芦
屋
町
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止

及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
基
本
計
画
～

①
配
偶
者
等
に
対
す
る
暴
力
防
止
の
啓
発
・
相
談
・
支
援

【福祉課障がい者・生活支援係】
相談体制を充実させるため、職員のスキルアップ研
修等に参加するとともに、早急な支援に繋がるよう
相談窓口の周知を行う。

【生涯学習課社会教育係】
ホームページなどでＤＶに関する各種相談窓口の周
知を行う。

【総務課庶務係】
ホームページや広報紙において、無料法律相談の
周知を行い、弁護士の相談を受ける機会を提供す
る。

実
施

実
施

実
施

実
施

Ａ

【健康・こども課子育て支援係】
窓口等に児童虐待予防のパンフレット等を設置し
た。児童虐待防止月間の11月に、児童虐待防止に
ついての記事を広報紙に掲載し、啓発活動を行っ
た。

【学校教育課学校教育係】
道徳の授業を主とし、学習指導要領に従って発達
段階に応じた教育を実施した。

【生涯学習課社会教育係】
月に1回広報紙に掲載している「差別をなくすため
に」の中で、「子どもの人権」に関する記事を毎年掲
載したほか、人権啓発冊子に子どもの権利につい
ての記事を掲載し、児童虐待が人権侵害であること
を広く周知することで、児童虐待を防止するための

健康・こども課（子育て支援係）
学校教育課（学校教育係）
生涯学習課（社会教育係）

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課子育て支援係】
窓口等にパンフレットを設置し、町公共機関に対し
てもパンフレットの設置やポスターの掲示を依頼す
る。また、児童虐待防止月間の11月に、児童虐待防
止についての記事を広報誌に掲載し、啓発活動を
行う。

【学校教育課学校教育係】
年間を通して発達段階に応じた教育の推進を図る。

【生涯学習課社会教育係】
人権問題の課題として広報紙などを通じた啓発活
動を行う。

し、DVやハラスメントが人権侵害であることを広く周
知することで防止啓発を行った。

【学校教育課学校教育係】
児童・生徒の相談・早期発見・支援に努めた。児童・
生徒に対しては、道徳の授業を主とし、学習指導要
領に従って発達段階に応じた教育を実施した。ま
た、国や県が発行する啓発物を配布し、啓発活動に
努めた。

啓発を図った。

【学校教育課学校教育係】
児童・生徒の相談・早期発見・支援に努めた。児童・
生徒に対しては、道徳の授業を主とし、学習指導要
領に従って年間を通して発達段階に応じた教育を実
施した。また、国や県が発行する啓発物を配布し、啓
発活動に努めた。

【健康・こども課子育て支援係】
窓口等に児童虐待予防のパンフレット等を設置し
た。児童虐待防止月間の11月に、児童虐待防止に
ついての記事を広報紙に掲載し、啓発活動を行っ
た。

【学校教育課学校教育係】
道徳の授業を主とし、学習指導要領に従って年間を
通して発達段階に応じた教育を実施した。

【生涯学習課社会教育係】
広報紙に児童虐待に関する記事を掲載したほか、人
権啓発冊子に子どもの権利についての記事を掲載
し、児童虐待が人権侵害であることを広く周知するこ
とで、児童虐待を防止するための啓発に努めた。

福祉課（障がい者・生活支援係）
生涯学習課（社会教育係）
総務課（庶務係）

【福祉課障がい者・生活支援係】
広報紙及びホームページに関係機関等の相談窓口
について掲載を行った。また、ホームページの掲載
内容を集約化し、相談窓口等が検索しやすくなるよ
う改善を図った。
県等が主催する研修会等に出席し、職員の対応力
向上を図ることができた。

【生涯学習課社会教育係】
役場、町民会館、中央公民館など各施設へチラシ
等の配架、ポスターを掲示したほか、ホームページ
や広報紙への掲載により、DV等に関する相談窓口
の周知を継続して行うことができた。

【総務課庶務係】
弁護士の相談を受ける機会を提供し、ホームページ
や広報紙において、無料法律相談の周知を行った。

Ａ

【福祉課障がい者・生活支援係】
広報紙の11月号に「女性に対する暴力をなくす運動
期間（11/12～25）」について掲載し、相談窓口等の
周知を行った。
ホームページの掲載内容を集約化し、相談窓口等が
検索しやすくなるよう改善を図った。
福岡県女性相談所主催の「女性問題にかかわる相
談員研修会」に参加し、相談スキルの向上に努め
た。

【生涯学習課社会教育係】
役場、町民会館、中央公民館の男女共同参画コー
ナー及び掲示板に性暴力防止に関するチラシ等の
配架、ポスターの掲示を行った。また、ホームページ
や広報紙において、DV等に関する各種相談窓口の
周知を行った。

【総務課庶務係】
ホームページ、広報紙において、無料法律相談の周
知を行い、年6回　27名の相談を受けた。

Ａ

Ａ
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1 2 3 4 5
目標

施策
の方
向

主な
施策 具体的施策 内　容

年度
令和4年度実施目標・計画 令和4年度実施状況・結果 令和4年度

達成度
第2次プランのまとめ

中間見直し以降（Ｈ30～Ｒ4）
担当課第2次プラン

達成状況

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧(案)
・令和4年度実施状況・結果、達成度
・第2次プランのまとめ、達成状況

資料2
●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるも
の

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／･･･ 達成度なし

●ＡＡ ･･･ 当初の計画を前倒しで推進している
● Ａ  ･･･ 計画どおり推進している
● Ｂ  ･･･ 一部を除き当初の計画どおり推進している
● Ｃ  ･･･ 全体的に当初の計画から遅れている
● Ｄ  ･･･ ほとんどが未着手である
● ／ ･･･ 達成度なし

Ⅲ
　

４
　
暴
力
・及

②
子
ど

を広く周知することで、児童虐待を防止するための
啓発を行った。
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△

×

1 2 3 4 5
目標

施策
の方
向

主な
施策 具体的施策 内　容

年度
令和4年度実施目標・計画 令和4年度実施状況・結果 令和4年度

達成度
第2次プランのまとめ

中間見直し以降（Ｈ30～Ｒ4）
担当課第2次プラン

達成状況

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧(案)
・令和4年度実施状況・結果、達成度
・第2次プランのまとめ、達成状況

資料2
●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるも
の

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／･･･ 達成度なし

●ＡＡ ･･･ 当初の計画を前倒しで推進している
● Ａ  ･･･ 計画どおり推進している
● Ｂ  ･･･ 一部を除き当初の計画どおり推進している
● Ｃ  ･･･ 全体的に当初の計画から遅れている
● Ｄ  ･･･ ほとんどが未着手である
● ／ ･･･ 達成度なし

50

51

関係機関との連携 被害者保護や支援
を効果的かつ迅速
に対応するため、県
等の関係機関との
連携を密にし、情報
の管理、共有化を
行い、問題解決を
進める。 実

施
実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課子育て支援係】
相談及び通報があった場合は、児童相談所等の関
係機関と連携を密にして情報の収集、管理、共有化
を行うとともに、必要に応じ、ケース会議を実施し、
問題解決に向けて対処する。令和4年4月に「芦屋
町子ども家庭総合支援拠点」を健康・こども課内に
設置する。

【学校教育課学校教育係】
健康・こども課等関係機関と連携し情報収集に努め
るとともに、ケース会議の実施及び生徒指導情報交
換会を実施し、情報共有を図りながら問題解決に努
める。

【健康・こども課子育て支援係】
相談や通報があった場合は、児童相談所等の関係
機関と連携し、協議を行い対応した。

【学校教育課学校教育係】
健康・こども課等関係機関と連携し情報収集に努め
るとともに、ケース会議の実施及び生徒指導情報交
換会を実施し、情報共有を図りながら問題解決に努
めた。

Ａ

【健康・こども課子育て支援係】
相談や通報があった場合は、児童相談所等の関係
機関と連携し、協議を行い対応した。

【学校教育課学校教育係】
健康・こども課等関係機関と連携し情報収集に努め
るとともに、ケース会議の実施及び生徒指導情報交
換会を実施し、情報共有を図りながら問題解決に努
めた。

Ａ

健康・こども課（子育て支援係）
学校教育課（学校教育係）

52

推進プランの進捗
状況の把握と諸施
策の推進

社会情勢の変化に
合わせた施策の見
直しを随時行う。ま
た、男女共同参画
審議会において推
進プランの進捗状
況を毎年度チェック
し、諸施策を推進す
る。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
見直しを行うものがあれば、随時対応する。また、
各課の進捗状況を確認する。

【生涯学習課社会教育係】
令和5年2月に各課に対し事業調査を行い進捗状況
を確認した。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
毎年2月に各課を対象とした第2 次芦屋町男女共同
参画推進プラン事務事業の実施状況・結果、達成
度について調査を行った。年度末に開催する男女
共同参画審議会でプランの進捗状況等について審
議、報告を行い、諸施策の推進を図ることができ
た。

Ａ

生涯学習課（社会教育係）

53

公共施設の施設整
備

公共施設の新設、
改築等に伴い、男
女がともに育児・介
護等がしやすい施
設整備を検討す
る。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【全庁】
該当するものがあれば検討し、必要に応じて施設整
備等を行う。

【該当する課】
該当する事案がなかったため実施していない。

【全庁】
令和2年度は庁舎1階に授乳室、キッズスペースを
新設し、1階民生フロアのハイカウンターをローカウ
ンターに改修した。
令和3年度は庁舎玄関前に点字ブロック等を整備し
た。また、芦屋釜の里の多目的トイレにベビーシート
を設置した。
該当するものがあれば検討し、男女共同参画の視
点をもって、施設整備等を行うことができた。

Ａ

全庁

Ａ

【健康・こども課子育て支援係】
令和4年4月に子ども家庭総合支援拠点を設置し
た。ホームページ、広報紙等で相談窓口を周知し
た。相談や通報があった場合は、児童相談所等の
関係機関と連携し、協議を行い対応した。

【学校教育課学校教育係】
教育相談員やスクールソーシャルワーカーを中心に
情報収集を図るとともに、児童虐待の早期発見、支
援に向けた関係機関との協議を行った。

【生涯学習課社会教育係】
広報紙や人権啓発冊子、カレンダーなどに相談窓
口を掲載し、児童虐待の早期発見及び保護の啓発
に努めた。

健康・こども課（子育て支援係）
学校教育課（学校教育係）
生涯学習課（社会教育係）

保護・相談体制の
整備

児童虐待に関して、
地域の民生委員、
児童委員とネット
ワークの整備を図
り、被害者の早期
発見及び安全で迅
速に保護されるよう
に努める。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【健康・こども課子育て支援係】
児童虐待の被害者で保護が必要とされる児童に対
し、安全で迅速に支援ができるよう児童相談所等の
関係機関との連携を継続し対応する。ホームペー
ジ、広報紙などで相談窓口を周知する。

【学校教育課学校教育係】
教育相談員やスクールソーシャルワーカーを中心に
情報収集を図るとともに、児童虐待の早期発見、支
援に向けた関係機関との協議を行う。

【生涯学習課社会教育係】
令和5年度人権カレンダーに児童虐待に関する相談
窓口を掲載する。

【健康・こども課子育て支援係】
令和4年4月に子ども家庭総合支援拠点を設置した。
ホームページ、広報紙等で相談窓口を周知した。相
談や通報があった場合は、児童相談所等の関係機
関と連携し、協議を行い対応した。

【学校教育課学校教育係】
教育相談員やスクールソーシャルワーカーを中心に
情報収集を図るとともに、児童虐待の早期発見、支
援に向けた関係機関との協議を行った。

【生涯学習課社会教育係】
令和5年人権カレンダー（令和4年12月25日発行）に
児童虐待に関する相談窓口を掲載したほか、男女共
同参画週間である6月号の広報紙やホームページで
相談窓口の周知を行った。
また、県から提供された児童虐待への対応に関する
情報を関係部署に周知した。

Ａ
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△

×

1 2 3 4 5
目標

施策
の方
向

主な
施策 具体的施策 内　容

年度
令和4年度実施目標・計画 令和4年度実施状況・結果 令和4年度

達成度
第2次プランのまとめ

中間見直し以降（Ｈ30～Ｒ4）
担当課第2次プラン

達成状況

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧(案)
・令和4年度実施状況・結果、達成度
・第2次プランのまとめ、達成状況

資料2
●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるも
の

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／･･･ 達成度なし

●ＡＡ ･･･ 当初の計画を前倒しで推進している
● Ａ  ･･･ 計画どおり推進している
● Ｂ  ･･･ 一部を除き当初の計画どおり推進している
● Ｃ  ･･･ 全体的に当初の計画から遅れている
● Ｄ  ･･･ ほとんどが未着手である
● ／ ･･･ 達成度なし

54

特定事業主行動計
画の推進

「次世代育成支援対
策推進法」及び「女性
の職業生活における
活躍の推進に関する
法律（女性活躍推進
法）」に基づく特定事
業主行動計画を推進
する。
また、女性職員の役
職者（係長以上）の登
用率を、2020年度ま
でに20％以上とする
ことを目指す。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【総務課人事係】
福岡県市町村職員研修所等と連携し、女性職員向
けの研修への参加を推進し、意識啓発を図る。
性別にとらわれない人事配置を行い、男女問わず
能力を充分に発揮することができる組織風土を醸成
する。

【総務課人事係】
福岡県市町村職員研修所等において実施された女
性職員向けの研修について職員に周知した。

Ａ

【総務課人事係】
平成31年4月1日付で、課長に1名、係長に1名女性
職員を登用した。
令和3年度から5年間の第2期特定事業主行動計画
を策定した。
女性職員向けの研修について、随時職員に周知し
た。
また、女性職員の役職者（係長以上）の登用率を、
2020年度までに20％以上とすることを目指していた
が、2020年度末時点で13.1％（係長以上61人中女
性8人）と目標に満たなかった。
引き続き、男女問わず能力を充分に発揮することが
できる組織風土の醸成を目指していく。

Ｃ

総務課（人事係）

55

イクボス宣言の推
進

北九州都市圏域に
おける働き方改革
推進のための共同
イクボス宣言に基
づき働き方改革に
関連する事業を推
進する。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
働き方改革に関する情報があった場合は、関係す
る部署へ情報提供する。

【産業観光課商工観光係】
情報提供があった場合は、関係する部署に対して
情報の提供を行い、事業推進を図る。

【総務課人事係】
管理職向けの研修への参加を推進し、意識啓発を
図る。

【生涯学習課社会教育係】
国や県、男女共同参画センターなどから提供された
働き方改革に関する情報を関係機関に周知し、役
場、町民会館、中央公民館の男女共同参画コー
ナー及び掲示板にチラシ等の配架、ポスターの掲示
を行った。

【産業観光課商工観光係】
情報提供があった場合は、関係する部署に対して情
報の提供を行い、事業推進を図った。

【総務課人事係】
管理職向けの研修について周知した。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
国や県、男女共同参画センターなどから提供された
働き方改革に関する情報を関係機関に周知した。
また、役場、町民会館、中央公民館の男女共同参
画コーナー及び掲示板にチラシ等の配架、ポスター
の掲示を行い、働き方改革に関連する情報提供を
行った。

【産業観光課商工観光係】
情報提供があった場合は、関係する部署に対して
情報の提供を行い、事業推進を適宜図った。

【総務課人事係】
管理職向けの研修について、随時周知した。

Ａ

生涯学習課（社会教育係）
産業観光課（商工観光係）
総務課（人事係）

56

男女共同参画審議
会の設置

男女共同参画社会
の形成の推進に関
する施策の基本と
なる計画の策定や
計画の実施状況等
について、必要な調
査及び審議を行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
男女共同参画審議会を開催し、プランの進捗状況
等について審議、報告を行う。また、第3次芦屋町男
女共同参画推進プラン計画素案作成のための会議
を令和4年8～9月に開催する予定。

【生涯学習課社会教育係】
第3次芦屋町男女共同参画推進プラン策定にかかる
会議を11月22日に開催し、素案（案）について審議を
行った。
また、令和5年3月に男女共同参画審議会を実施し、
令和4 年度の実施状況・結果及び平成30 年度から
令和4 年度までの5 年間の達成状況の報告、審議を
行う予定。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
各年度末に男女共同参画審議会を開催し、プラン
の進捗状況等について審議、報告を行った。
また、第3次芦屋町男女共同参画推進プラン策定に
かかる会議をR3～4年度に各1回ずつ開催し、審議
を行った。（R3年度：アンケート（案）の検討、R4年
度：素案（案）の検討） Ａ

生涯学習課（社会教育係）

57

職員ワーキング
チームの設置

男女共同参画の推
進に係る協議事項
や住民意識調査な
どについて専門的
に検討を行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
第3次芦屋町男女共同参画推進プラン計画素案作
成のための職員ワーキングチーム会議を令和4年5
月に開催する予定。

【生涯学習課社会教育係】
現行プランが令和5年3月をもって終了するため、第3
次芦屋町男女共同参画推進プラン策定に向け、職
員ワーキングチームを設置し、会議を2回開催した。
（第一回：6月17日、第二回：9月12日） Ａ

【生涯学習課社会教育係】
現行プランが令和5年3月をもって終了するため、第
3次芦屋町男女共同参画推進プラン策定に向け、職
員ワーキングチームを設置し、R3～4年度に各2回
ずつ会議を開催し、町民意識調査やプラン素案の
検討を行うための協議を実施した。

Ａ

生涯学習課（社会教育係）
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○

△

×

1 2 3 4 5
目標

施策
の方
向

主な
施策 具体的施策 内　容

年度
令和4年度実施目標・計画 令和4年度実施状況・結果 令和4年度

達成度
第2次プランのまとめ

中間見直し以降（Ｈ30～Ｒ4）
担当課第2次プラン

達成状況

第2次芦屋町男女共同参画推進プラン事務事業一覧(案)
・令和4年度実施状況・結果、達成度
・第2次プランのまとめ、達成状況

資料2
●実　　　施 ･･･ 事業を実施するもの
●一部実施 ･･･ 該当する事業の一部に関して実施するもの
●検　　　討 ･･･ 事業実施に向けた検討を行うもの
●廃　　　止 ･･･ 別事業との統合などの理由で事業を取りやめるも
の

●Ａ ･･･ 概ね目標を達成できた
●Ｂ ･･･ やや不十分であった
●Ｃ ･･･ 不十分であった
●Ｄ ･･･ 未着手である
●／･･･ 達成度なし

●ＡＡ ･･･ 当初の計画を前倒しで推進している
● Ａ  ･･･ 計画どおり推進している
● Ｂ  ･･･ 一部を除き当初の計画どおり推進している
● Ｃ  ･･･ 全体的に当初の計画から遅れている
● Ｄ  ･･･ ほとんどが未着手である
● ／ ･･･ 達成度なし

58

推進プランの進捗
状況や各種情報の
提供

推進プランの進捗
状況や各種情報を
積極的に公開し、
住民との情報共有
に努める。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
令和3年度の第2次男女共同参画推進プラン推進結
果をホームページにおいて公表する。

【生涯学習課社会教育係】
令和3年度の第2次男女共同参画推進プラン推進結
果や議事録をホームページにおいて公表した。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
各年度の第2次男女共同参画推進プラン推進結果
や議事録をホームページに公表し、住民との情報
共有に努めた。 Ａ

生涯学習課（社会教育係）

59

職員研修の充実 職員を対象とした男
女共同参画に関す
る研修を開催し、意
識の向上を行う。

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
職員を対象とした研修会を実施し、意識の向上を図
る。

【総務課人事係】
多くの職員が研修を受講できるように、研修方法に
ついて、生涯学習課と連携を図る。

【生涯学習課社会教育係】
令和5年1月31日に主事～主任主査及び労務職職員
を対象として「公務員のための男女共同参画の基礎
知識」と題した職員研修を実施し、男女共同参画の
意識の向上を図った。
講師：福岡県男女共同参画センター「あすばる」セン
ター長　神﨑 智子 氏
参加人数：69人

【総務課人事係】
研修の開催にあたり、生涯学習課と連携を図った。

Ａ

【生涯学習課社会教育係】
職員を対象とした研修は隔年で実施し、H30、R2、
R4年度が対象であったが、R2年度は新型コロナウ
イルス感染症の影響により中止した。
R元、R3年度は住民を対象とした講演会への参加を
職員に促したが、R3年度は新型コロナウイルス感
染症の影響により講演会が中止となった。
職員研修や住民向け講演会が開催された年度に関
しては、参加した職員の男女共同参画の意識の向
上を図ることができた。

【総務課人事係】
平成30年度、令和4年度の研修の開催にあたり、生
涯学習課と連携を図った。

Ａ

生涯学習課（社会教育係）
総務課（人事係）

60

職員への情報提供 職員に対して男女
共同参画に関する
情報提供を行い、
意識啓発を行う。

実
施

実
施

実
施

実
施

実
施

【生涯学習課社会教育係】
国・県等からの情報を適宜、職員に周知する。

【総務課人事係】
国・県等からの情報を適宜、職員に周知する。

【生涯学習課社会教育係】
国や県からの情報を、関連課・係に対し周知した。

【総務課人事係】
福岡県市町村職員研修所等において実施された女
性職員向けの研修について職員に周知した。 Ａ

【生涯学習課社会教育係】
国や県からの情報を、関連課・係に対し周知し、職
員の意識啓発を図った。

【総務課人事係】
女性職員向けの研修について、随時職員に周知し
た。

Ａ

生涯学習課（社会教育係）
総務課（人事係）

③
職
員
の
意
識
向
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計
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